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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全面的又は部分的にコンピュータにより実行され１個又は複数個のコンピュータアクセ
シブルメモリ上の諸ディジタルオブジェクトに関する情報を提示する方法であって、
　あるカテゴリを定める情報を受け取るステップと、
　そのカテゴリを構成するインスタンスのうち少なくとも２個を特定する情報を受け取る
ステップと、
　そのカテゴリ内の小区分を定める情報を受け取るステップと、
　それぞれそのカテゴリのインスタンスのうち１個に係り且つ小区分のうち１個に係るデ
ィジタルオブジェクトからなる複数個のグループを認識するステップと、
　そのカテゴリを構成するインスタンスに係る第１軸及び小区分に係る第２軸を有するヒ
ストグラムをインスタンス別に複数積み重ねて表示させてヒストグラム列を形成するステ
ップであって、各ヒストグラムが、ディジタルオブジェクトのグループのうちそのヒスト
グラムに係るインスタンスに対応する諸グループを示す複数個の表現を含み、且つその表
現がそれぞれいずれかのグループ及びいずれかの小区分に対応付けられている、形成する
ステップと、
　ヒストグラム列のいくつかに跨る小区分を選択して、ユーザ定義の質問に合うようなこ
の選択された小区分に属するデジタルオブジェクトの表現を強調するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
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　全面的又は部分的にコンピュータにより実行され１個又は複数個のコンピュータアクセ
シブルメモリ上の諸ディジタルオブジェクトに関する情報を提示する方法であって、
　ある期間を定める情報を受け取るステップと、
　その期間を構成するインスタンスのうち少なくとも２個を特定する情報を受け取るステ
ップと、
　その期間の小区分を定める情報を受け取るステップと、
　それぞれその期間のインスタンスのうち１個に係り且つ小区分のうち１個に係るディジ
タルオブジェクトからなる複数個のグループを認識するステップと、
　その期間を構成するインスタンスに係る第１軸及び小区分に係る第２軸を有するヒスト
グラムをインスタンス別に複数積み重ねて表示させてヒストグラム列を形成するステップ
であって、各ヒストグラムが、ディジタルオブジェクトのグループのうちそのヒストグラ
ムに係るインスタンスに対応する諸グループを示す複数個の表現を含み、且つその表現が
それぞれいずれかのグループ及びいずれかの小区分に対応付けられている、形成するステ
ップと、
　ヒストグラム列のいくつかに跨るある小区分を選択して、ユーザ定義の質問に合うよう
なこの選択された小区分に属するデジタルオブジェクトの表現を強調するステップと、
　を含む方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法であって、各小区分が出来事にまつわる小区分である方法。
【請求項４】
　請求項２記載の方法であって、各小区分が、ディジタルオブジェクトのコンテンツから
認識可能な主題にまつわる小区分である方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はディジタルオブジェクトについての情報提示、特に時間等のカテゴリをベース
にしてヒストグラムを生成し表示することでディジタルオブジェクトについての情報を提
供する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルオブジェクトをコンピュータ上で作成及び再生する機会が増えたことやリム
ーバブルメモリ、内蔵型ハードディスク、ネットワークアクセス等に要するコストが低下
したことで、各人が所有し又はアクセスを欲するディジタルオブジェクトの個数は増えて
おり、コンピュータユーザが扱うファイルの個数は今や数十、数百という単位ではなく数
千或いはそれ以上に上っている。同様に、ディジタルカメラも携帯時外形の小型化でユー
ザによる持ち運びが以前より頻繁になり、またそのメモリ容量増に伴いユーザが撮影機会
１回当たりに撮影する写真及び動画クリップの本数も多くなっている。そのため、ディジ
タルオブジェクトの私蔵コレクションの規模は大きくなる傾向にあり、その扱いとそれへ
のアクセスはユーザにとり以前に増して面倒なことになりつつある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第６７２１４５４号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００３／０１０３０６５号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００３／０１０３２４７号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００４／０１６７９２５号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００４／０２０２３４９号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００５／０１１７０３１号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００５／００７６０３１号明細書
【特許文献８】米国特許第５７９３８８８号明細書
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【特許文献９】米国特許出願公開第２００２／０１８４１９６号明細書
【特許文献１０】米国特許第６７８２３９４号明細書
【特許文献１１】米国特許第６９９６７８２号明細書
【特許文献１２】米国特許第６６０６４１１号明細書
【特許文献１３】米国特許第６３５１５５６号明細書
【特許文献１４】米国特許第６９５０９８９号明細書
【特許文献１５】国際公開第ＷＯ２００４／０８８６６４号パンフレット
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Published in CHI 2005 Extended Abstracts, NY: ACM Press
【非特許文献２】Mondrian v1.0, beta 3 (released 10/31/2006) -- intereractive sta
tistics software for data analysis; [online] Internet URL: http://stats.math.uni
-augsburg.de/Mondrian/Mondrian.html
【非特許文献３】Calendar view from Adobe Photoshop Album, v2 software; commercia
l prooduct from Adobe
【非特許文献４】Published in CHI 1996 Conference Proceedings, NY: ACM Press, p.2
21-227
【非特許文献５】Published in CSCW 2002 Conference Proceedings, NY: ACM Press
【非特許文献６】Published in UIST 1998 Conference Proceedings, NY: ACM Press p.2
9-38
【非特許文献７】Published in CHI 1994 Conference Companion, NY: ACM Press
【非特許文献８】Picasa (v.1) software for photo organization; product of Google
【非特許文献９】Published in Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) 2002 C
onference Proceedings, NY: ACM Press, p.326-335
【非特許文献１０】Published in Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) 2004
 Conference Proceedings, NY: ACM Press, p.325-333
【非特許文献１１】Picasa (v.2) software for photo organization -- product of Goo
gle, Adobe Photoshop Album (v.2) software for photo organization -- product of A
dobe, Nokia Lifeblog: software for photo and text viewing by time -- product of 
Nokia, Microsft TimeQuilt -- published in CHI 2005 Extended Abstracts, NY: ACM P
ress, p.1937-1940
【非特許文献１２】University of Maryland project (active 1999-2003); [online] In
ternet URL: http://www.cs.umd.edu/hcil/photolib/
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ファイルシステムや電子メールシステムと同じく、典型的なディジタルカメラでも、日
時の昇順又は降順に従いソート（リスティング）することにより、ユーザは諸ディジタル
オブジェクトを簡単に一覧することができる。また、日時別にグルーピング（クラスタリ
ング）して表示する手法も普及し始めている。ただ、現状では、テキスト、ツリー、カレ
ンダ等によるグループ表現しかできないのが一般的である。ビジュアル表現することもで
きないではないが、それには非常に大きな画面が必要になる。そのため、本件技術分野で
は、ディジタルオブジェクトを閲覧及び整頓（オーガナイズ）する手法の改良が求められ
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の問題を解決し本件技術分野に技術的解決策をもたらすには、本発明に係るディジ
タルオブジェクト情報提示方法を実行すればよい。本発明のある実施形態に係る方法では
、ディジタルオブジェクトに関する情報を提示するため、まず、第１カテゴリを定める情
報を受け取るステップを実行する。第１カテゴリになりうるものとしては、期間、個々の
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ディジタルオブジェクトから認識可能な主題、個々のディジタルオブジェクトと関連付け
うる出来事等、様々なカテゴリがある。次に、本実施形態では、第１カテゴリを構成する
インスタンスのうち少なくとも２個を特定する情報を受け取るステップを実行する。第１
カテゴリが年次カテゴリである場合には、例えば特定の年次等がそのインスタンスになる
。更に、本実施形態では第１カテゴリ内の小区分を定める情報を受け取るステップを実行
する。それらの小区分を第２カテゴリと関連付けることもできる。第２カテゴリになりう
るものとしては、期間、認識可能主題、出来事等、様々なカテゴリがある。第２カテゴリ
が認識可能主題の類であれば諸ディジタルオブジェクトから認識可能な特定の人物達等が
小区分になる。本実施形態では、次いで、それぞれ第１カテゴリのインスタンスのうち１
個に係り且つ小区分のうち１個に係るディジタルオブジェクトからなる複数個のグループ
を認識するステップを実行する。本実施形態では、更に、第１カテゴリを構成するインス
タンスに係る第１軸及び小区分に係る第２軸を有するヒストグラムをインスタンス別に表
示するステップを実行する。それらのヒストグラムは、それぞれ、ディジタルオブジェク
トのグループのうちそのヒストグラムに係るインスタンスに対応する諸グループを示す複
数個の表現を含んでおり、その表現はそれぞれいずれかのグループ及びいずれかの小区分
に対応付けられている。例えば第１カテゴリが年次カテゴリ、小区分が人物に係る小区分
である場合、各グループは、対応する年次に撮影されたディジタルオブジェクトのうち対
応する人物を含むものの個数を示す表現で表示される。
【０００７】
　また、本発明のある実施形態では、期間インスタンスの一部時間領域を小区分として使
用する。個々の小区分の時間長は、必須とまではいえないが、互いに全く又はほぼ同じ時
間長にするとよい。例えば、その期間を年次、期間インスタンスを特定の年次、個々の月
次をそのインスタンスの小区分にすると、どの小区分も互いにほぼ同じ時間長になる。そ
の場合、ユーザは、ある特定の月次例えば１２月におけるディジタルオブジェクト生成個
数を複数年次に亘り明快且つ迅速に調べることができる。本発明の他の実施形態では、個
々の出来事例えば祝日又は誕生日を小区分として使用する。この実施形態では、ユーザは
、ある特定の出来事におけるディジタルオブジェクト生成個数を複数年次に亘り明快且つ
迅速に調べることができる。本発明の更に他の実施形態では、ディジタルオブジェクトの
コンテンツから認識可能な主題、例えば人物、場所又は何らかの有体物を小区分として使
用する。この実施形態では、ユーザは、例えば自分の母が写っている写真データの個数を
複数年次に亘り明快且つ迅速に調べることができる。
【０００８】
　本発明のある実施形態では、期間インスタンスの各小区分に係るディジタルオブジェク
トの個数を、対応するバー又はラインの丈又は頂点で表す。そのバー乃至ラインが延びる
方向（丈の方向）は、第２軸に対し直交する方向にすることも平行な方向にすることもで
きる。ユーザは、バー乃至ラインの向きを適当な方向にすることで、ある期間インスタン
ス（例えば２００６年次）におけるディジタルオブジェクト生成個数の変動や、ある小区
分（例えば１月次）におけるディジタルオブジェクト生成個数の期間インスタンス（例え
ば２００４～２００６年次）間相違を、容易に対比検討することができる。
【０００９】
　本発明のある実施形態では、各小区分に係るディジタルオブジェクトの個数を表現する
に当たり、二種類の性質を有する表現を使用する。その性質のうち一種類は、その小区分
に係るディジタルオブジェクトの集合に属するディジタルオブジェクトの個数を表す性質
である。もう一種類は、その集合の部分集合に属するディジタルオブジェクトの個数を表
す性質である。ここでいう“部分集合”とは、その小区分に係るディジタルオブジェクト
のうち、ユーザが定めた一種類又は複数種類の質問事項を充足するものの集合のことであ
る。例えば、ヒストグラム中に示されている全ディジタルオブジェクトのなかで自分の息
子に関係するオブジェクトがどれだけあるかを、あるユーザが知りたがっているとする。
その場合、期間インスタンス別且つ小区分別のディジタルオブジェクト個数を示す表現と
しては、二種類の性質例えば二種類の色を有するライン又はバーを使用するとよい。その
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うち一方の性質（例えば一方の色）を使用することでディジタルオブジェクト総数を、ま
た他方の性質（例えば他方の色）を使用することでそのユーザの子息に関係するディジタ
ルオブジェクトの個数を、それぞれ示すことができる。
【００１０】
　本発明のある実施形態では、各ヒストグラムの第１軸同士及び第２軸同士を全く又はほ
ぼ等しい長さにする。本発明の他の実施形態では、各ヒストグラムの第１軸の長さを、少
なくとも、そのヒストグラムにおける小区分別ディジタルオブジェクト個数の最大値に従
い決める。ヒストグラムの向きが違う場合は、各ヒストグラムの第２軸の長さを、少なく
とも、そのヒストグラムにおける小区分別ディジタルオブジェクト個数の最大値に従い決
める。このようにヒストグラムのサイズを変化させることで、そのヒストグラムで示され
るディジタルオブジェクト個数に大きな変動があっても、その変動をうまく吸収すること
ができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の諸実施形態で生成されるこうした多次元ヒストグラムは、ディジタルオブジェ
クトの大まかな経時的分布を可視的に表すコンパクトな梗概となる。そのため、データ中
の極端なもの、例えばディジタルオブジェクト個数が非常に多い又は少ない期間を強調す
ることができ、また期間別のデータに簡便にアクセスすることができる。更に、その多次
元ヒストグラム中のバーの関連部分をハイライトすることで、データ母集合の変動傾向と
、データ部分集合のそれとを対比して示すことができる。
【００１２】
　なお、この「発明の概要」欄と後に掲げる「発明を実施するための形態」欄では、多く
の部分で第１カテゴリを期間としそのインスタンスをそのうちの特定の時期とする例を示
しているが、これはその説明を簡明にするためである。実際には、本発明は、期間を第１
カテゴリ、具体的な期間をそのインスタンスとする構成に限られるわけではない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施に適するシステムを示すブロック図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態で生成される多次元ヒストグラムの例を示す図である。
【図２Ｂ】その別例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態における多次元ヒストグラム（図２Ａ参照）の生成手順を示
すフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態における多次元ヒストグラム（図２Ａ参照）のインタラクテ
ィブ使用手順、特に（ａ）多次元ヒストグラム中の所要部分にマウスポインタを移動させ
プリビュー用の要約情報にアクセスする方法及び（ｂ）多次元ヒストグラムの一部分を選
択しその部分に対応するディジタルオブジェクトを表示させる方法を示すフローチャート
である。
【図５】本発明の一実施形態における狭隘画面領域内多次元ヒストグラム生成手順を示す
フローチャートである。
【図６Ａ】本発明の一実施形態における月次対年次多次元ヒストグラム初期状態表示画面
の例を示す図である。
【図６Ｂ】本実施形態の多次元ヒストグラム上でマウスポインタによりある単一の年次を
ポイントした状態を示す図である。
【図６Ｃ】本実施形態の多次元ヒストグラム上で図６Ｂに示す如くポイントした後その年
次を選択したときに、その多次元ヒストグラムと共に画面上に表示される諸オブジェクト
のサムネイル表現を示す図である。
【図６Ｄ】本実施形態の多次元ヒストグラム上でマウスポインタによりある単一の月次を
ポイントした状態を示す図である。
【図６Ｅ】本実施形態の多次元ヒストグラム上で図６Ｄに示す如くポイントした後その月
次を選択したときに、その多次元ヒストグラムと共に画面上に表示される諸オブジェクト
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のサムネイル表現を示す図である。
【図６Ｆ】本実施形態の多次元ヒストグラム上でマウスポインタによりある年次のバーの
うちある単一の月次のバーをポイントした状態を示す図である。
【図６Ｇ】本実施形態の多次元ヒストグラム上で図６Ｆに示す如くポイントした後そのバ
ーを選択したときに、その多次元ヒストグラムと共に画面上に表示される諸オブジェクト
のサムネイル表現を示す図である。
【図６Ｈ】本実施形態に係る多次元ヒストグラム上でクリックアンドドラッグ操作により
ある年次のバーのうち複数月次分のバーを選択したときに、ハイライト表示されるそれら
のバーと、その多次元ヒストグラムと共に画面上に表示される諸オブジェクトのサムネイ
ル表現とを示す図である。
【図７】本発明の一実施形態における月次対年次多次元ヒストグラム初期状態表示画面、
特に各年次の度数計数値スケールの拡がりをその年次中で最大の度数計数値に基づき決定
する例を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る祝日対年次多次元ヒストグラムを示す図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る多次元ヒストグラム、特に度数表示用のバーが縦軸で
はなく横軸と平行なものを示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る多次元ヒストグラム、特に質問への回答を現在表示
中のディジタルオブジェクトの内訳としてハイライト表示させたものを示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る年次対人物多次元ヒストグラムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、別紙図面を参照しつつ本発明の好適な実施形態に関し詳細に説明する。以下の説
明を参照することにより、本発明の諸実施形態を上掲のものを含めてより好適に理解する
ことができよう。なお、別紙図面は本発明の思想を説明するためのものであり、実施形態
を均等縮尺したものではないので、その点を了解されたい。
【００１５】
　本発明の諸実施形態は、時間を含む多次元空間を使用し一群のディジタルオブジェクト
を効果的に提示し、相応の期間乃至時間断面を選択することによってそのオブジェクトに
効率的にアクセスできるようにする方法に関する。ディジタルオブジェクトとは、ディジ
タル画像ファイル、ディジタルビデオクリップ、ディジタルオーディオオブジェクト（例
えばＭＰ３）ファイル等の視聴型オブジェクト（メディアオブジェクト）を初めとして、
ユーザが収集し様々な格納媒体乃至格納場所で頒布することが可能な種々の様々なディジ
タル文書のことである。
【００１６】
　通常、そうしたディジタルオブジェクトはタイムスタンプを伴うものである。他方、ユ
ーザは自分用のビジュアルなオブジェクト例えば画像やビデオクリップを特定の日時や出
来事に関連付けるものである。即ち、ユーザは、個人的な思い出にまつわる画像やビデオ
クリップをそれらが撮影された日時や出来事と関連付けるものである（但し例外もある）
。私蔵コレクション中のディジタルオブジェクトを日時と関連付けるユーザが多いことか
らすれば、日時に従いそれらのオブジェクトを整頓したいと望むユーザや日時に従いそれ
らのオブジェクトにアクセスしたいと望むユーザがあることは当然のことであろう。
【００１７】
　ユーザが所有しているディジタルオブジェクトの個数が少なく且つその分布期間も短い
場合は、時間軸沿い分布をサムネイルベースで表現する単純な一次元ヒストグラムでも十
分に、それらのオブジェクトの概略分布を示しそれへのアクセス手段を提供することがで
きる。このように概略分布を可視的に示しアクセスの便を図る手法は、多くのユーザにと
りなじみ深い表現が使用される点で有益である。ユーザは時間軸の見方や時間軸に沿った
諸オブジェクトの並び方を理解することができる。しかしながら、多年に亘る収集で数千
ものオブジェクトを私蔵しているユーザには、そうした単純な概要表示兼アクセス提供手
法は却って煩わしいものになる。画面の広さが限られているので数千ものサムネイルを一
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度に表示させることは不可能であるし、一次元ヒストグラムが多数のオブジェクトの大ま
かな経時分布を示すのに便利だといっても、ユーザが複数の時間断面に跨るトレンドを調
べるときにそれらのオブジェクトへのアクセスや閲覧を助けてくれるわけではない。例え
ば“これまでの全年次のクリスマス”に係るオブジェクトにアクセスしたいユーザは、そ
の年次の１２月を選択する操作を各年次毎に行わねばならないであろう。これに対し、本
発明の実施形態では、よりコンパクト且つ効率的な表現でインタラクティブな多次元ヒス
トグラムを構築することができる。そのヒストグラムは少なくとも、（ａ）棒グラフを並
べたグラフィカルな形態（図２Ａ及び図２Ｂ参照）にて、その多次元ヒストグラム上の個
々の区画に係るオブジェクトの個数を表現することができ、（ｂ）ユーザはそのヒストグ
ラムとのやりとりを通じて相応のディジタルオブジェクトにアクセスすることができる。
即ち、本発明の諸実施形態で生成される多次元ヒストグラムには、所定の期間、出来事、
主題等に対応するディジタルオブジェクトの個数が示されるので、ユーザは、例えばその
多次元ヒストグラム中の１個又は複数個の期間を選択することで、その期間に関連するデ
ィジタルオブジェクトに対応するビジュアルなサムネイル表現にアクセスすることができ
る。
【００１８】
　図１に本発明の実施に適するシステムの一例を示す。このシステムはコンピュータ１０
をベースにしており、入力装置たるキーボード４６及びマウス４４はデスクトップインタ
フェースデバイス２８を介しこのコンピュータ１０に可通信接続されている。“コンピュ
ータ”とはデータ処理装置全般、即ちデスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュ
ータ、メインフレームコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（
登録商標）等、データの処理、管理又は取扱を担うあらゆる装置のことであり、その構成
部品は電気、磁気、光学、生物等どのような方式のものであってもよい。“可通信接続”
とは、データをやりとりすることができるよう装置、コンピュータ、プログラム等の間を
有線、無線又はその併用で接続することである。その形態としては、同じコンピュータ内
に同居しているデバイスやプログラムの間の接続、別のコンピュータ上に存するデバイス
やプログラムの間の接続、コンピュータ外に存する装置間又は装置内での接続等がある。
【００１９】
　また、このコンピュータ１０には、その出力を表示するビデオディスプレイ５２がディ
スプレイインタフェースデバイス２４を介し可通信接続されている。コンピュータ１０の
内部には、ＣＰＵ１４のほかにコンピュータアクセシブルメモリ、例えばリードオンリメ
モリ（ＲＯＭ）１６、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２、ハードディスクドライブ
２０等の部品が組み込まれている。本願でいうところのディジタルオブジェクト又は一部
はこのコンピュータアクセシブルメモリによって保持されている。“コンピュータアクセ
シブルメモリ”とはコンピュータからアクセスできるようにデータを保存する装置全般の
ことであり、揮発性か不揮発性か、また電子、磁気、光学等どのような方式かを問わない
。その例としては、フロッピー（商標）ディスク、ハードディスク、コンパクトディスク
（ＣＤ）、ＤＶＤ（登録商標；以下表記略）、フラッシュメモリ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等があ
る。
【００２０】
　ＣＰＵ１４は、データバス１２を介し他のデバイスとやりとりを行いつつ、ハードディ
スクドライブ２０上に格納されているソフトウェアを実行する。また、ハードディスクド
ライブ２０等の固定型媒体に加え、このコンピュータ１０は、リムーバブル型コンピュー
タアクセシブルメモリからのデータ書込及びそこからのデータ読出用のコンピュータアク
セシブルメモリドライブも備えている。種々のＣＤ系リムーバブル媒体４２に対する読み
書き用のＣＤ－ＲＷドライブ３０や、種々のＤＶＤ系リムーバブル媒体４０に対する読み
書き用のＤＶＤドライブ３２である。コンピュータ１０への音声入力はオーディオインタ
フェースデバイス２６に可通信接続されているマイクロホン４８で、またコンピュータ１
０からの音声出力もそのデバイス２６に可通信接続されているスピーカ５０で行うことが
できる。ディジタルカメラ６等の撮像装置を例えばＵＳＢインタフェースデバイス３４を
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介しコンピュータ１０に可通信接続すれば、そのカメラ６からコンピュータ１０内のドラ
イブ２０へと或いはその逆へとディジタルオブジェクトを転送することができる。そして
、このコンピュータ１０をネットワーク接続装置１８を介し外部ネットワーク６０に可通
信接続すれば、そのネットワーク６０に可通信接続されている他のコンピュータ、装置又
はデータ格納システム上にあるディジタルオブジェクトに、このコンピュータ１０からア
クセスすることができる。なお、“データ格納システム”は１個又は複数個のコンピュー
タアクセシブルメモリを備えるシステムである。例えば複数個のコンピュータアクセシブ
ルメモリを複数個のコンピュータ乃至装置を介し可通信接続した分散型データ格納システ
ムである。但し、これに限定する必要はなく、同一のコンピュータ乃至装置内に存する１
個又は複数個のコンピュータアクセシブルメモリからなるデータ格納システムも使用する
ことができる。
【００２１】
　収集したディジタルオブジェクトは、ハードディスクドライブ２０、ＣＤ系媒体４２、
ＤＶＤ系媒体４０、或いはネットワーク６０経由でアクセス可能なリモートデータ格納装
置（ネットワーク接続型ハードディスクドライブ等）上に格納しておくことができる。こ
れらのデータ格納場所のうちいずれかに集中格納してもよいし、何種類かのデータ格納場
所に分散して格納してもよい。
【００２２】
　そうして形成されるコレクションは、個々のディジタルオブジェクト（例えばディジタ
ル画像ファイル）とその格納場所とを一意に特定可能なデータベースで表現することがで
きる。ご理解頂けるように、それらのディジタルオブジェクトは視聴型オブジェクト、非
視聴型オブジェクトのいずれでもありうる。視聴型オブジェクトとは、例えば、ディジタ
ルカメラで撮影した画像等の静止画像データや、音楽、音声注釈等の音声データや、音声
付又は音声抜きのディジタルビデオクリップのことである。Ａｄｏｂｅ（登録商標）Ｐｈ
ｏｔｏｓｈｏｐ（登録商標）、Ａｄｏｂｅ（登録商標）Ｆｌａｓｈ（登録商標）等のグラ
フィック乃至アニメーションソフトウェアで生成したファイル等も視聴型オブジェクトと
見なすことができる。非視聴型オブジェクトとは、例えば、ワードプロセッサソフトウェ
アで作成した文書等のテキスト文書や、スプレッドシート、電子メール等のオフィス関連
文書のことである。一種類だけのディジタルオブジェクトでのそのデータベースを形成し
てもよいし、任意種類のオブジェクトの組合せで形成してもよい。
【００２３】
　本発明の一実施形態では、ディジタルオブジェクト同士がデータベース等のデータ関連
付け機構により関連付けられているコレクションについて、そのコレクションに属するオ
ブジェクトを抽象化してユーザ向けに提示することが可能である。図２Ａに、本発明の一
実施形態で生成されるヒストグラム列の例８１を示す。このヒストグラム列８１は複数個
の多次元ヒストグラム８３から構成されている。各ヒストグラム８３を画定する軸のうち
一方の軸８２沿いにはある期間に属するインスタンスが、また他方の軸８０沿いにはその
期間を構成する小区分が並んでいる。具体的には、期間が年次、そのインスタンスが特定
の年次（２０００～２００４年次）、同じくその小区分が暦月であるので、縦軸８２沿い
には暦年が、また横軸８０沿いには暦月がそれぞれ表示されている。
【００２４】
　本発明を実施するに当たっては、多次元ヒストグラムの軸のうち１本に沿って、ディジ
タルオブジェクトの個数を示す数値を表示させることもできる。図２Ａ中に示した例のよ
うに、縦軸８２沿いに並ぶ個々の暦年内を、小区分間のディジタルオブジェクト個数比を
示す線で区切ってもよい。また、この例では、多次元ヒストグラム中の個々のバー例えば
８４の丈を、そのバーが位置している小区分に係るディジタルオブジェクト個数に比例し
た長さにしてある。例えば図２Ａ中のバー８４は、２００４年１２月に生成されたディジ
タルオブジェクトの個数に比例した丈になっている。これに対し、図２Ａの如くバー８４
によってディジタルオブジェクト個数を表す表現形態ではなく、図形や文字を使用するま
た別の表現形態を用いてもよい。例えば、ヒストグラム中の個々の小区分に対応するよう
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個々のバーを配した棒グラフを表示させる図２Ａの例と違い、折れ線グラフ等、途切れの
ない図形による表現を使用してもよい。
【００２５】
　更に、図２Ａに示した例では時間軸を断片化したものが小区分とされており、その時間
断片に属する日時に係るオブジェクト個数の計数値がその小区分に示されている。その時
間断片は、例えば分、半時間、時間、日、週、月、年等様々な時間長にすることができる
。その時間長を長めにすれば、ヒストグラム用の画面領域が狭い場合や、その時間長が短
いとオブジェクトの分布が疎らになる場合等に、うまく対処できる。但し、本件技術分野
で習熟を積まれた方々（いわゆる当業者）にはご理解頂ける通り、本発明は期間の取り方
によって限定解釈されるべきものではない。また、図２Ａに示した例では、各年次が１個
月単位で分割されているため各小区分の時間長に若干の違いがあるが、各小区分を全く同
じ時間長にすることも、逆に互いに異なる時間長にすることもできるので、その点にご注
意頂きたい。
【００２６】
　また、画面が狭い場合は、表示するのを多次元ヒストグラム列の一部に留め、そのヒス
トグラム列の一軸又は二軸に沿ってスクロール矢印を表示させるようにしてもよい。例え
ば、図２Ｂに示す例で列をなし表示されているヒストグラムは３個だけであるが、表示さ
れているスクロール矢印のうちスクロールバーアップボタン９４を使用することで、２０
０４年次より後の年次のインスタンスに係るヒストグラムにアクセスすることができ、ま
たスクロールバーダウンボタン９６を使用することで、２００２年次より前の年次のイン
スタンスに係るヒストグラムにアクセスすることができる。
【００２７】
　図３に、本発明の一実施形態に係る多次元ヒストグラム列生成手順の詳細な流れを示す
。図中のステップ１００では、ディジタルオブジェクトに備わる性質のうちヒストグラム
軸になるものを特定する。図２Ａに示した例なら個々のディジタルオブジェクトの生成日
時又は修正日時をヒストグラムの軸に定めるが、諸ディジタルオブジェクトに係る出来事
や主題をヒストグラムの軸に定める場合もあろう。また、生成日時や修正日時についての
情報は、それらのディジタルオブジェクトに係るデータから得ることができる。例えば、
本件技術分野で既知の通り、ディジタルカメラで撮影された画像にはＥｘｉｆヘッダが付
されているので、そのヘッダからその画像ファイルに係る撮影日時を知ることができる。
そうしたヘッダ情報が利用できない場合は、そのディジタルオブジェクトのファイル生成
日時又は修正日時を利用すればよい。
【００２８】
　ステップ１０５ではヒストグラム軸パラメタを導出する。これには、期間を定める情報
、その期間に属する個々のインスタンスを特定する情報、その期間を構成する小区分を定
める情報等が含まれる。図２Ａに示した例では、年次を指定する情報によって期間を定め
、２０００、２００１、２００２、２００３及び２００４の各年次を年次インスタンスに
指定する情報によってその期間に属する個々のインスタンスを特定し、暦月をその年次の
小区分に指定する情報によってその期間を構成する小区分を定めている。後に図８、図１
１等を参照してより詳細に説明する通り、主題や出来事を小区分毎に指定する情報によっ
てその期間の小区分を定義することもできる。
【００２９】
　その期間に含まれる個々の時期（例えば個々の年次中の個々の暦月）を小区分とする場
合、その期間及びそれに属する諸小区分をデータに基づき定めることもデータとは無関係
に定めることもできる。例えば、そのデータの分布とは無関係に、常に一方の軸で月次が
示され他方の軸で年次が示されるよう期間及び小区分を固定してもよい。或いは、システ
ム側でデータを解析することによって、そのデータのタイムスロットが複数個含まれる時
間断片のなかで最も大きなものを第１軸、次に大きなものを第２軸に選定してもよい。例
えば１個月分のデータしかない場合、多次元ヒストグラムの軸を年次及び月次にすること
は無意味であるので、システム側で例えば第１軸を週番号、第２軸を曜日と定めるとよい
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。
【００３０】
　ステップ１１０では、その期間に属するインスタンスのうち同じ１個に係り且つ小区分
のうち同じ１個に係るディジタルオブジェクトからなるグループを認識する。言い換えれ
ば、収集済ディジタルオブジェクトを期間インスタンス毎且つ小区分毎に計数して諸多次
元ヒストグラムを生成する。ステップ１１５では、それらの多次元ヒストグラムをディス
プレイを使用しユーザ向けに表示する。
【００３１】
　図４に、本発明の一実施形態における多次元ヒストグラムのインタラクティブな使用手
順についてその流れを示す。図中のステップ１２５では、図３に示した手順に従い多次元
ヒストグラムを生成する。ステップ１３０では、それらの多次元ヒストグラムをユーザ向
けに且つグラフィカルに表示する。例えば、図６Ａに示すように、ディスプレイを使用し
月次対年次多次元ヒストグラムの列をユーザ向けに表示する。図中、領域６００はそれら
の多次元ヒストグラムが表示される領域であり、縦軸８２は暦年による年次インスタンス
を示す期間インスタンス軸であり、横軸８０は暦月を示す小区分軸である。マウス、ジョ
イスティック、視線追尾装置等の選択型入力装置の操作でポインタ６１０を動かし多次元
ヒストグラム上で選択操作を行うことで、そのコレクションから相応するディジタルオブ
ジェクトを選び出すことができる。それによって見つかった（例えば視聴型の）ディジタ
ルオブジェクトはアイコン又はサムネイル表現で領域６０２内に表示される。ユーザは、
領域６０２内に表示されているアイコン乃至サムネイルのなかから１個又は複数個を選択
し、対応するディジタルオブジェクトを鑑賞、再生、編纂等することができる。
【００３２】
　次いで、図４中のステップ１３５では、入力装置を用いユーザがそれらの多次元ヒスト
グラムとやりとりする。ステップ１４０では、ユーザは、マウスを操作してそのポインタ
を動かし、多次元ヒストグラム中の可選択領域をポイント又は選択することができる。即
ち、目的とするオブジェクトにマウスポインタを重ねるポイント操作や、ボタンクリック
でオブジェクトを選択する選択操作を行える。ユーザがマウス操作で可選択領域をポイン
トするとその次のステップ１６５でシステムが反応し、マウスポインタの下にある可選択
領域をハイライトさせる一方その領域についての要約情報を重畳表示させる。例えば、図
６Ｂに示す如く縦軸沿いの可選択領域“２００４”年次がマウスポインタ６１０でポイン
トされると、システムがそれに対して反応し、（ａ）ハイライタ６１２でその領域を強調
すると共に（ｂ）要約情報６１３をその領域上に重ねて表示させる。同様に、マウスポイ
ンタ６１０で横軸上の数値をポイントした場合は例えば図６Ｄ、その多次元ヒストグラム
の主プロット領域内にある個別の直交座標点をポイントした場合は例えば図６Ｆに示すよ
うな表示となる。
【００３３】
　更に、図４に示した手順中のステップ１７０では、ユーザがその可選択領域からマウス
ポインタを外すまで又はその領域を選択するまで、引き続きそのハイライタ６１２を表示
させる。ユーザがマウスポインタをその可選択領域の外に動かすか、或いはマウスのクリ
ック操作でその可選択領域を選択するかしたら、このシステムの動作は、ハイライタ６１
２及び要約情報６１３を隠すステップ１７５に移行する。ステップ１８０では、マウスポ
インタがまだその多次元ヒストグラム上にある場合に、このシステムの動作を再びステッ
プ１３５へと移行させる。更に、ユーザがマウスポインタで別の領域をポイントすると、
このシステムではステップ１４０を経てステップ１６５が実行され、その領域向けのハイ
ライタ及び要約情報が表示される。また、ユーザが多次元ヒストグラムのうちいずれかの
上にある領域を選択すると、このシステムの動作はステップ１４０を経てステップ１４５
に移行する。ステップ１４５では通例に倣いキーボード上のシフトキーを動作切替キーと
して扱っているので、ユーザは、ステップ１５５に示すように選択済領域に加え新たな領
域を選択することも、またステップ１５０に示すように選択済領域に代え新たな領域を選
択することもできる。そのどちらが実行された場合でも、システムの動作はステップ１６
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０へと移行していく。ステップ１６０では、（ａ）選択済領域が属する何個かの多次元ヒ
ストグラムを選択済ヒストグラムとし、（ｂ）選択済多次元ヒストグラムに対応するディ
ジタルオブジェクトを選択済ディジタルオブジェクトとし、（ｃ）それらの選択済ディジ
タルオブジェクトを示す表現を画面領域６０２上に表示させる、といった更新動作を実行
する。
【００３４】
　図６Ｃ、図６Ｅ、図６Ｇ及び図６Ｈに、ユーザによる多次元ヒストグラム内領域選択手
法の例を示す。まず、図６Ｃに示した例では、その縦軸に対する選択操作で２００４年次
インスタンスに係る多次元ヒストグラムを選択している。この場合、個々のバー例えば６
１５が指定された選択時色でハイライトされ、且つそのヒストグラムの背景６１４がハイ
ライトされるので、ユーザがそのヒストグラムの縦軸を選択したことをその強調表示から
知ることができる。
【００３５】
　このとき、ヘッダ領域６２０の左部６２２にはその選択の内容が要約して表示され、右
部６２４にはそのヒストグラムに係るディジタルオブジェクトの総数が簡潔に表示される
。また、領域６０２にはそのヒストグラムに係るディジタルオブジェクトのビジュアル表
現例えば６２５が表示される。このビジュアル表現６２５は、例えば対応するディジタル
画像乃至文書のサムネイル表現や、対応するビデオクリップのサムネイルフレームや、ア
イコン等である。次に、図６Ｅに示した例では、一番下の多次元ヒストグラムの横軸６２
８上での選択操作である月次の小区分６２６を選択している。この選択で、そのヒストグ
ラム列８１に属する何個かの多次元ヒストグラムに跨りその小区分６２６を選択したこと
になるため、それらのヒストグラムのうちその小区分６２６に属する部分（６１４及び６
１５の一部）が選択内容に応じてハイライトされると共に、領域６２０にはその選択の内
容が、領域６０２には対応する個々のディジタルオブジェクトのビジュアル表現６２５が
それぞれ表示される。また、図６Ｇに、多次元ヒストグラム中の個別バー又は小区分を選
択したとき表示される画面の例を、その画面上でハイライトされているバーと共に示す。
図６Ｈに、あるヒストグラム上で一群のバー乃至小区分を選択したとき表示される画面の
例を、その画面上でハイライトされている一群のバー乃至小区分と共に示す。
【００３６】
　また、図４に示した手順では、ユーザは、マウス等のポインティングデバイス乃至選択
型入力装置を繰返し操作することで、マウスポインタのポイント先等にある要約情報を調
べることや、ディジタルオブジェクトが属する特定の期間インスタンス又は小区分を選択
することことや、それによって見つかったディジタルオブジェクトを一覧することができ
る。更に、図中の領域６０２にはそれらディジタルオブジェクトのビジュアル表現６２５
が表示されるので、ユーザは、そのうち１個又は複数個を選択し、対応するディジタルオ
ブジェクトを鑑賞、再生、編纂等することができる。編纂とは、例えば、サムネイル等の
ビジュアル表現を見ながら本体のディジタルオブジェクトにアクセスすること、ディジタ
ルオブジェクトを編集すること、１個又は複数個のディジタルオブジェクトにタグ又はメ
タデータを付加すること、複数個のディジタルオブジェクトを互いに結合させて新たに１
個のディジタルオブジェクトを生成すること（例えば一群の画像に音楽を付加して音楽付
のスライドショーを生成することやビデクリップにナレーション音声を付加すること等）
、諸ディジタルオブジェクトを別のデータベース乃至コレクションに転送すること、ユー
ザが使用している保存場所（後刻そのユーザがそのオブジェクトに基づくスライドショー
生成やそのオブジェクトの共有乃至印刷といった措置を執れる場所）に諸ディジタルオブ
ジェクトを転送し又はリンクさせること等、そのディジタルオブジェクトの種類及びユー
ザの望みに応じた機能のことである。そうした処理は、例えばサムネイル等対応するビジ
ュアル表現上でマウスをダブルクリックすることで、或いはメニュー上で相応のアクショ
ンを選択することで、開始させることができる。
【００３７】
　更に、このシステムでは、ユーザが目的とするディジタルオブジェクトを簡単に見つけ
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出せるよう、図６に示した領域６０２上に諸ビジュアル表現をグループ分けして表示する
ことができる。例えば、選択されている多次元ヒストグラム又はその小区分をより細かな
時間断片に従いグループ分けすることができる。図６Ｃに示した例でいえば、２００４年
次分のヒストグラムが選択されているときに、それに対応する一群のディジタルオブジェ
クトのビジュアル表現を、月次によるグループに分けて領域６０２に表示させることがで
きる。この他、本システムでは、
　・　特許文献１２及び１３（共に発明者：Alexander C. Loui et al.、譲受人：本願出
願人と同一）に記載の如く、見つかったディジタルオブジェクトをそのオブジェクトにま
つわる出来事に従いグループ分けする
　・　屋外画像のグループと屋内画像のグループに分ける、画像を原色別にグループ分け
する等、マニュアル的又はアルゴリズム的に導出されるコンテンツベースの情報のうち適
当なものに基づき、見つかったディジタルオブジェクトをグループ分けする
　・　Ｅｘｉｆヘッダに含まれているＧＰＳ情報に基づき位置毎にグループ分けする、Ｅ
ｘｉｆヘッダに含まれているフラッシュ使用有無情報に基づきそのカメラ上のフラッシュ
が撮影時に使用されたか否かによりグループ分けする等、メタデータ情報のうち適当なも
のに基づき、見つかったディジタルオブジェクトをグループ分けする
等の要領で、見つけ出したディジタルオブジェクトをグループ分けすることができる。
【００３８】
　図５に、本発明の一実施形態における狭隘画面領域内多次元ヒストグラム生成手順の流
れを示す。この手順が有用になる状況は幾通りかある。例えばディジタルカメラ、ＰＤＡ
、携帯電話等のようにその画面のサイズ及び解像度に制約のある携帯型の装置上で多次元
ヒストグラムを表示させるとき、多くの期間インスタンスに亘る多次元ヒストグラムを表
示させるとき、度数計数値の最大値が期間インスタンス間で大きく変化する多次元ヒスト
グラムを表示させるとき（例えば図２Ａなら度数計数値の最大値が年次毎に大きく異なる
とき）等の状況である。
【００３９】
　多次元ヒストグラム生成手順の大筋は図３に示したそれと同様であるが、図５の手順で
は画面領域の狭さに対処すべく多次元ヒストグラム表示ステップ１１５をスキップしてス
テップ２００に移行する。ステップ２００では、多次元ヒストグラムの開始日時及び終了
日時をシステム側で定め、ステップ２０５では、与えられているディスプレイの画面のう
ちヒストグラムの表示に使用できる領域の解像度及び物理的サイズをシステム側で定める
。解像度とはその画面領域の幅方向画素数及び丈方向画素数のことであり、物理的サイズ
とはそのディスプレイの幅方向及び丈方向の実体寸法をインチ単位又はｃｍ単位で表した
もののことである（１インチ＝約２．５４×１０-2ｍ）。
【００４０】
　ステップ２１０では、ステップ２０５にて定めたディスプレイの解像度及び物理的サイ
ズに基づき、その画面領域上に明快表示可能なヒストグラム内小区分の個数を、システム
側で双方の方向について算出する。“明快表示”は、ユーザが、個々のバーをその上下左
右にある別のバーから弁別することができ、ポイント操作の結果ハイライトされたバーと
選択操作の結果ハイライトされたバーとを弁別することができ、表示されているヒストグ
ラムにおける度数トレンドのあらましを捉えることができ、そして（空間的なゆとりがあ
るため）多次元ヒストグラムの軸沿いに付されたラベル又はマーカを読み取ることができ
る表示のことをいう。ヒストグラム内のビン領域が十分に広ければ、所与の選択型入力装
置でそのビンだけを選択する操作をユーザが容易に行うことができる。
【００４１】
　ステップ２１５では、ステップ２００及び２１０で決めた値に基づき、小区分サイズの
調整、小区分軸へのスクロール矢印付加又はその双方をシステム側で実行する。例えば図
７に示すように、図５中のステップ２１５では、横軸沿いに表示される月次の個数、横軸
沿いバー間隔、表示されるバーの幅、並びにその横軸についてのスクロール矢印要否を決
定乃至判別する。
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【００４２】
　ステップ２２０では、同じくステップ２００及び２１０で決めた値に基づき度数軸の表
示を調整する。このステップで調整され又は変化するのは、図７に示した例でいえば、年
次インスタンス毎のヒストグラムの丈、縦軸沿いに表示される年次インスタンスの個数、
並びに小区分軸についてのスクロール矢印要否である。そして、図５中のステップ２２５
では、調整後の新たな多次元ヒストグラムを指定された画面領域に表示させる。
【００４３】
　［別手法による小区分の定義］
　多次元ヒストグラムを本発明の諸実施形態に従い生成する際には、その軸になる二種類
の期間を、その時間的刻み幅が互いに異なる任意の二種類にすることができる。例えばグ
レゴリオ暦及び２４時間制の時計を使用し多次元ヒストグラムを生成する場合、そのヒス
トグラムを画定する二種類の期間を、例えば十年紀、年次、月次、月内日付、月内週番号
、曜日、日内の時、分又は秒値等のなかから任意に定めることができる。しかしながら、
時折々の出来事のなかには、その到来周期が日付レベルできちんと決まっている出来事も
あれば、グレゴリオ暦ベースの時間区分ときちんと合っていない出来事もある。その例と
してアメリカ合衆国の祝日を考えてみよう。ハロウィーンは毎年１０月３１日だが、サン
クスギビングは毎年１１月と決まっているだけで１１月の何日にくるかは不定であり、イ
ースターに至っては数年の間に月や日付が変わる。仮に、月次及び年次を軸として多次元
ヒストグラムを生成したとしたら、ユーザがハロウィーンにまつわるディジタルオブジェ
クト複数年分にアクセスするのは割合に簡単であるが、イースターにまつわるディジタル
オブジェクト複数年分にアクセスするのはかなり面倒なことになる。この問題に対処する
には、多次元ヒストグラムの生成に当たり、別方式による小区分定義及び命名を行えるよ
うにしておけばよい。例えば、図８に示す多次元ヒストグラムでは、ユーザがアメリカ合
衆国の祝日に基づき小区分軸を定義し、年次による期間インスタンスを他方の軸に指定し
ている。ユーザは、また、期間インスタンスのベースとして学校年度を選ぶこともできる
。その場合、通常の暦年ではなく学年暦に基づきディジタルオブジェクトにアクセスする
ことが可能になる。
【００４４】
　本発明は、また、諸小区分をディジタルオブジェクトのコンテンツから認識可能な主題
、例えば人物、場所、有体物等に関連付ける形態でも実施することができる。例えば図１
１に示す例では、多次元ヒストグラムの縦軸が小区分軸になっており、その小区分軸がそ
のコレクションのディジタルオブジェクトに登場する人物に関連付けられる一方、その横
軸が期間軸となっている。例えば、それらのディジタルオブジェクトが全てディジタル画
像であるとして詳しく見ると、この図からは、例えば特定の人物を含む画像複数年分の度
数分布を知ることができる。
【００４５】
　［横方向ヒストグラムと縦方向ヒストグラム］
　本発明における多次元ヒストグラムの向きは本願中で例示した向きに限られるわけでは
ない。例えば、複数個のヒストグラムが縦方向に積み重なる表示形態以外に、横方向に並
ぶ表示形態も採用可能である。複数個の多次元ヒストグラムが縦方向に積み重なる形態の
利点は、縦軸に沿って並ぶ個々の期間インスタンス内で、横軸に沿って並ぶ小区分間の度
数差をユーザが目視対比で容易に調べることができる点にある。例えば図２Ａに示す例な
ら、ユーザは、２００１年次中でディジタルオブジェクトの生成個数が最も多い月次が１
０月であることを、容易に知ることができる。反面、別々の期間インスタンス間で度数を
目視対比しようとすると、ヒストグラムの並びも個々のバーの丈も縦方向であるため、よ
り神経を使って１対１対比を行わねばならなくなる。この問題に対処するには、ユーザ向
けに提示するヒストグラム列の向きを縦方向、横方向のいずれにもすることができる形態
にて、本発明を実施すればよい。図９に、そのバーが横軸と平行な多次元ヒストグラムを
生成した例を示す。このようにバーの丈を横向きにすると、ユーザは、横軸に沿って並ぶ
個々の小区分内で、縦軸に沿って並ぶ期間インスタンス間の度数差を目視対比で容易に調
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【００４６】
　［部分集合選択トレンドの表示］
　本発明の諸実施形態に係る方法の長所としては、時間軸を含む複数本の軸に沿ってディ
ジタルオブジェクト経時分布のあらましをプリビュー表示させる点、並びに任意の期間イ
ンスタンス乃至小区分の選択を受けそれに関連するディジタルオブジェクトへの効率的な
アクセス手段を提供する点のほかに、その部分集合たる質問回答集合に属するディジタル
オブジェクトの概略度数分布をディジタルオブジェクト母集合との対比で可視表示させう
る点がある。図１０にそうした表示の一例を示す。この例では、２００２～２００４年次
における月次別ディジタルオブジェクト収集個数をバーの全長で表している。ユーザから
例えば“ジェーンが含まれているディジタルオブジェクトはどれだけあるのか”といった
質問が寄せられると、システム側では、この質問事項に該当するオブジェクトの個数に応
じバーの一部をハイライト表示させることによって、その質問に対する回答のあらましを
表示させる。従って、ユーザは、質問結果の度数分布を収集個数のそれと目視比較するこ
とができる。
【００４７】
　以上、本発明に関し説明するため幾つか実施形態を例示した。いわゆる当業者であれば
、本発明の技術的範囲内で上掲の諸実施形態を様々に変形することができよう。例えば、
生成する多次元ヒストグラムを、図示例のようなヒストグラムではなく、期間に係る第１
軸、小区分に係る第２軸、並びに対応する期間又は小区分ビンに関連するディジタルオブ
ジェクトの個数に係る第３軸を有する三次元ヒストグラムにすることもできる。また、い
わゆる当業者には自明な通り、例えば本願中の諸フローチャートに示したものとは異なる
ステップ実行順でも、本発明を実施することができる。更に、本願では、本発明の諸実施
形態を説明するに当たり多次元ヒストグラムを画定する軸のうち１本を期間に係る軸とし
たが、いわゆる当業者には自明な通りこれは必須なことではない。即ち、多次元ヒストグ
ラムの軸は、そのうち１本が時間カテゴリの軸か否かによらず、認識可能な主題や出来事
に該当するもの等様々なカテゴリタイプの軸にすることができる。例えば、その軸のうち
１本が地理的位置に係るカテゴリ（そのインスタンスは例えば特定の街）の軸、他の１本
が認識可能な主題に係る小区分（例えば特定の人物乃至有体物）の軸、というヒストグラ
ムを生成するようにしてもよい。この場合、写っている人物毎のディジタルオブジェクト
個数を示すヒストグラムを街毎に生成することができる。
【符号の説明】
【００４８】
　６　ディジタルカメラ、１０　パーソナルコンピュータ、１２　データバス、１４　Ｃ
ＰＵ、１６　リードオンリメモリ、１８　ネットワーク接続装置、２０　ハードディスク
ドライブ、２２　ランダムアクセスメモリ、２４　ディスプレイインタフェースデバイス
、２６　オーディオインタフェースデバイス、２８　デスクトップインタフェースデバイ
ス、３０　ＣＤ－ＲＷドライブ、３２　ＤＶＤドライブ、３４　ＵＳＢインタフェースデ
バイス、４０　ＤＶＤ　Ｒ－，ＤＶＤ　Ｒ＋等のＤＶＤ系リムーバブル媒体、４２　ＣＤ
－ＲＯＭ，ＣＤ－ＲＷ等のＣＤ系リムーバブル媒体、４４　マウス、４６　キーボード、
４８　マイクロホン、５０　スピーカ、５２　ビデオディスプレイ、８０　小区分軸、８
１　ヒストグラム列、８２　期間インスタンス軸、８３　ヒストグラム、８４　グラフィ
カルバー、８６　時刻、９４　スクロールバーアップボタン、９６　スクロールバーダウ
ンボタン、１００～２２５　ステップ、６００，６０２　画面領域、６１０　ポインタ、
６１２　ハイライタ、６１３　重畳表示型の要約情報、６１４　背景、６１５　多次元ヒ
ストグラムの個別バー、６２０　ヘッダ領域、６２２　ヘッダ領域の左部、６２４　ヘッ
ダ領域の右部、６２５　ディジタルオブジェクトのビジュアル表現、６２６　選択済小区
分、６２８　最下欄ヒストグラムの小区分軸。
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